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◆計画の位置づけ

◆背景・目的

◆計画期間及び計画の対象

• 計画期間は，令和８年度から令和１７年度までの１０年間（前期計画は令和１２年度までの５年
間）とし，本市が保有する公共建築物（施設を構成する土地を含む）とインフラを対象とします。

• NCCの進展を踏まえ，まちづくりの視点から必要な公共施設等の施設の更新時期に併せた再配
置・統合・複合化や，長寿命化の推進など，限られた資産を最大限有効に活用し，将来にわたって
適切な維持管理を行うことを目的に，第２次宇都宮市公共施設等総合管理計画（以下「本計画」）
を策定します。

• 本市総合計画に基づく計画である
ほか，国のインフラ長寿命化基本計
画により策定要請のある行動計画と
して位置づけられる側面があります。
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◆人口の見通し

◆財政状況と公共施設にかかる費用

• 歳入は，平成３０年度から２，０００億円を超えて推移しており，
令和６年度では，歳入のうち市税収入が４０%程度，市税を含む自
主財源は６０%程度を占めています。

• 歳出は，高齢化等に伴い扶助費が増加しています。また，普通建
設事業費も増加傾向にあり，維持補修費は２０億円前後で推移して
います。

• 本市の人口は，２０１７年（平成２９年）に約５２万人でピーク
を迎え，その後は減少に転じていますが，合計特殊出生率の向上及
び本市と東京圏での人口移動の均衡が図られた場合，２０５０年に
おいても約５０万人の人口となる見通しです。

【宇都宮市の人口の将来展望】

• 本市が保有する公共建築物は，施設数：６６０，延床面積：約１５５万㎡であり，延床面積ベー
スでは，整備後４０年を超えている割合が半数を超え，老朽化が進んでいます。

• インフラ施設は，道路：約３，０００㎞，水道管路：約３，３００㎞，下水道管きょ：約２，４
００㎞などを保有しており，高度経済成長期を中心に急速に整備が進んだことなどから，当該時期
に整備された施設は，一定時期に膨大な更新が必要となる見通しです。

◆公共施設等の状況

【歳出の状況】
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施設規模の適正化・
適正配置の推進

実情に沿った
マネジメント手法の選択

ＰＰＰ・デジタル
技術等の活用

課 題

施設の現状

人口の見通し

財政状況

• 整備後４０年以上経過する公共施設等が急増

• 老年人口は増加する一方，年少及び生産年齢人口
は減少見通し。

• 老朽化対策などにより，建設事業費は増加する見
通し。

本市の現状

上手に配置する

長く使う

賢く使う

• NCCの形成に向けた施設の新規整備に伴い，「総延床面
積」は増加したものの，複合化や統廃合などにより，既存
施設の延床面積を削減

• 建設資材の高騰などの影響があるものの，重要度や劣化状
況を踏まえた優先順位をつけた修繕の実施

• 公共施設の効率的な運営やコストの削減に向けたPPPなど
による民間活力等の活用を推進

前計画の評価

• 人口構造の変化や将来的な財政負担の軽減を見据え，限られた財源を有効活用した施
設整備のほか，施設の統合，集約・複合化に係る取組を強化する必要がある。

• 市民ニーズなどを踏まえて各施設のマネジメントのあり方を検討し，総合的に判断し
たうえで，長寿命化を含めた様々な方策を講じていく必要がある。

• ライフサイクルコストの削減や，市民サービスの向上に向け，引き続き行政・事業者
双方のＰＰＰ事業の理解促進を図りながら民間活力の活用を推進する必要がある。

◆前計画の評価と現状・課題

• 前計画の評価や本市の現状を踏まえ，以下の課題認識のもと，計画を推進していきます。
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◆まちづくりを見据えた公共施設等マネジメント

• 公共施設等は数十年にもわたって使っていくものであることから，中長期的な視点で，施設等
の利用状況や費用対効果，老朽度といった情報だけでなく，将来のまちづくりを見据えて公共施
設等のマネジメントを行っていきます。

• まちづくりの拠点エリアへの機能集積，コンパクト化を推進し，将来の施設需要を踏まえた施
設の要否，規模，機能の見直しを図ることで，経営資源を最適化し効果的な再投資を進めます。

◆公共施設等の管理に関する基本的な考え方
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➢ NCCの進展を踏まえ，各拠点や生活圏の機能性の一層の向上を図り，それぞれの特性や
周辺環境を考慮した暮らしやすく魅力ある都市空間の形成に資するため，施設総量の適正
化や中長期的な視点による維持管理，民間活力の活用推進を図る公共施設等のマネジメン
トを推進します。

NCCの進展を踏まえた公共施設等マネジメントの推進

全体方針
（何のために，どのようなことを目指すか）
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取組方策（どのような手段を講じるか）

１ 上手に配置する
➢ NCCの進展を踏まえ，施設の集約化や適正配置を推進し，
施設総量の適正化を図ります。

➢ 公共サービスを効果的に提供できるよう，市民ニーズの変化を踏まえ，施設の統廃合や集約等
を推進し，都市機能の最適化を図ります。

➢ 人口減少や財政負担の軽減を見据え，複合化による施設の多機能化を検討するとともに，施設
の新規整備，移転等は，市有財産の活用を基本とし，施設総量の適正化に取り組みます。

➢ 施設の見直しにあたっては，ライトラインを基軸とした公共交通ネットワークの活用なども見
据え，国・県・近隣市町の施設や民間施設との役割分担を踏まえながら，活用の可能性について
検討します。

基本方針（何をすべきか）
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取組方策（どのような手段を講じるか）

２ 長く使う
➢ ライフサイクルコストを踏まえた中長期的な視点により，
維持管理等を推進していきます。

➢ 将来にわたり必要なサービスを提供できるよう，予防保全に基づく中長期的な視点に立った計
画的な保全を推進するとともに，優先度に基づく長寿命化及び耐震化の取組を推進します。

➢ 誰もが安全・安心に利用できるよう，ユニバーサルデザインの考え方を踏まえた施設整備を行
います。

➢ 公共施設の長寿命化や更新にあたっては，脱炭素化社会の実現に向けた省エネ・再エネ・畜エ
ネ設備の導入などについて，費用対効果を踏まえながら，積極的に検討します。

基本方針（何をすべきか）
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取組方策（どのような手段を講じるか）

３ 賢く使う
➢ 効果的・効率的なサービス提供ができるよう，ＰＰＰや
デジタル技術等の活用を推進します。

➢ 市全体としての効果的・効率的なサービス提供が行えるよう，ＰＰＰなどの官民連携・共創手
法の更なる推進を含め，総合的な公共施設等のマネジメントに取り組みます。

➢ 公共施設等の効果的・効率的な整備・維持管理に取り組むため，ＩＣＴを活用した工事施工や
維持管理におけるドローン等の活用など，デジタル技術の活用を推進します。

➢ 施設の設置当初の目的や機能にとらわれることなく，環境変化や市民ニーズを把握したうえで，
施設の継続利用の是非や大規模改修の必要性など，施設ごとにマネジメント方針を決定します。

➢ 用途廃止となった公共建築物及び土地については，貸付・売却などの財源づくりを含めたマネ
ジメントを推進します。

基本方針（何をすべきか）
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◆マネジメントの今後の見通し

• 公共建築物等の老朽化，人口の見通しや財政状況を踏まえ，市民サービス水準の維持向上を
図っていくため，維持更新費の抑制を行う必要があります。

• 公共建築物にかかる今後３０年間の費用について，マネジメントとして長寿命化対策を講じた
場合には，マネジメントを実施しない場合と比較して，約１４％の経費削減が見込まれる推計結
果となりました。

【耐用年数経過時に単純に更新を行った場合の推計】 【長寿命化対策を実施した場合の推計】

年あたりの平均額：287.9億円

これまでの支出水準：241.1億円

年あたりの平均額：248.0億円

３０年間の総額：８，６３７億円
１年度の平均額：２８７．９億円

３０年間の総額：７，４４１億円
１年度の平均額：２４８．０億円

３０年間の削減総額：１，１９６億円
削減率：１３．８％

（億円） （億円）

※これまでの支出水準は，大規模工事により費用が大幅に上昇した年度を除き算出
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◆マネジメントの今後の見通し

• 保有している公共施設等について，どのようなマネジメント手法を講じるかにより，今後本市
が負担する費用は大きく変化するため，個別施設ごとの具体的なマネジメント手法については，
建築後３５年程度を経過した段階で，市民ニーズや利用状況などを考慮したうえで決定していく
こととします。

※延命化：建替え時期を築後65年とした場合 延命化＋長寿命化：50年で長寿命化，100年で建替えした場合

【マネジメント手法ごとの費用負担の推計（一般会計）】

（億円）
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◆目指すべき水準の設定

• 公共施設等は，現役世代だけでなく，将来世代も利用する重要な資産です。本計画を着実に実施
し，持続可能なサービス提供を継続するため，世代間負担の公平性に着目し「市民一人あたりの床
面積を現状と同水準に維持すること」を目指すべき水準として設定します。

• 人口が減少傾向にあるなか，総合計画基本構想の目標年次としている２０５０年において，この
水準を達成することは，現在の延床面積を基に試算すると，約８％を削減することに相当します。

H28 第１次公共施設等総合管理計画策定

R３ 第１次計画の中間見直し

市民一人あたりの床面積（㎡）

年度

推計値

※第２次計画策定時の数値は，総務省「公共施設状況調経年比較表」における
令和５年度末現在のデータから抜粋

※2050年時点で人口50万人を維持した場合の推計

【現有資産を維持した場合の市民一人あたりの床面積の推移】

市民一人あたりの負担量を
維持する場合の保有面積

約１４３万㎡

削減すべき面積
約１２万㎡

【現有資産を維持した場合の必要な削減面積】

現
有
資
産
の
延
床
面
積

約１５５万㎡

約８％の削減
人口減少に伴い，上昇する見通し

※上下水道などの企業会計施設については，地方公営企業法に基づき企業会計として
独立採算で事業を運営しているため，本水準は，一般会計の公共施設等に着目し設定

目指すべき水準

第２次計画策定時 2.86

市民ニーズ等を勘案し
ながら集約化・複合化
などによる施設の合理

化を図っていく



４ 施設類型別のマネジメント方針 第４章

13

◆施設のあり方の検討（公共建築物）

• 人口減少や人口構造，気候変動などの社会環境の変化をとらえ，市民ニーズなどを踏まえた機能
の必要性や立地の適正性に着目しながら，持続可能な公共サービスの提供を図るため，耐用年数や
建物性能に問題がない場合も含め，将来の施設のあり方について検討し，マネジメントの方向性を
決定していきます。

【施設のあり方の検討のイメージ】

延命化（使い切り）

【建物の健全性】
建物（ハード）は今後も利用できるか

経過年数による老朽度，点検結果に基づく実評価

【機能の必要性】
機能（ソフト）は必要か

市民ニーズ，利用状況，稼働率

【立地の適正性】

都市・地域拠点，主要幹線の沿線などにあるか

廃止グループ

現状維持グループ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

方
向
性 集約グループ

その他グループ

NCCを踏まえた立地状況は適正か

維持管理

集約化・複合化（存続施設）

検
討
項
目

民間活力の活用

集約化・複合化（消滅施設）

※検討にあたり，防災拠点となっているかなどの特性にも配慮

健全

拠点内

必要性あり

廃止（売却・貸付）

更新・長寿命化

健全

拠点内

健全

有効活用（用途転換，跡地活用）

拠点外

老朽化老朽化

必要性なし

拠点外

健全老朽化 老朽化
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◆長期を見据えた更新の考え方（インフラ）

• 施設の健全度や、機能低下時の利用者への影響やリスク、NCC形成への寄与度などを踏まえた優
先順位に基づき，更新に充当可能な財源を勘案しながら，更新需要のピークを見据え，一部更新を
前倒しするなど，事業費の平準化を図っていきます。

【健全度の区分イメージ】

※各施設群の健全度の考え方は，個別計画において定めています。

【リスク評価のイメージ】

低 高

５

４

３

２

１

１ ２ ３ ４ ５

高

低

発
生
確
率

被害規模

【凡例】

優先度 高

優先度 低
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◆施設ごとの「個別方針」及び「マネジメント事業計画」

施設名
個別方針

事業計画（R8～R12）
マネジメントの考え方 対応方策

・市民活動センター
（※「まちぴあ」も同様な
記載内容）

◆ 現在の施設配置を基本に，今後の地域人口
や利用者ニーズの変化，中心市街地における
公共機能再編等の動向を見据えながら，施設
の再配置等を検討する。

・ 配置の適正化【短期～中長期】

⇒ 長寿命化の検討の際には，今後の地域人
口や利用者ニーズの変化，中心市街地にお
ける公共機能再編等の動向を見据えながら，
施設の再配置等を検討

R8～ ・計画的な長寿命化改修の実施
・施設の再配置等の検討

・泉が丘ふれあいプラザ，
作業所

◆ 障がい者の重度化や高齢化に加え，親なき
後などの新たな課題に対応できるよう，施設
の見直しを図る。

・ あり方検討【短期】

⇒ 利用状況や利用者ニーズ，民間事業者に
よるサービス提供の状況を踏まえながら，
今後のあり方を検討

R8～R10 ・今後のあり方検討
R11～ ・検討を踏まえた対応

・児童館
◆ 全市的な児童の健全育成環境の充実を図り
ながら，機能を集約していく。

・ 集約化・統廃合【短期】

⇒ 白沢・岡本児童館については，利用者へ
の周知や地域説明など，地域の理解を十分
に得ながら全天候型子どもの活動の場へ機
能を集約する。

R9～ ・全天候型子どもの活動の場
供用開始

R8～R10  ・機能の集約に向けた対応

≪主な施設の記載案（抜粋）≫ 短期：R8～R12，短期～中長期：R8～R32，中長期：R13～R32
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施設名
個別方針

事業計画（R8～R12）
マネジメントの考え方 対応方策

・図書館・図書室
（※文化会館も同様な記載
内容）

◆ 図書館については，現在の５館体制を基本
とし，効果的・効率的なサービス提供を継続
する。

・ 長寿命化【短期～中長期】

⇒ 中央図書館については，施設の詳細調査
を実施し，具体的な改修手法等を検討

R8～ ・予防保全
・施設の詳細調査を踏まえた検
討・対応（中央図書館）

・自転車駐車場

◆ 当面，現在の施設配置を基本としつつ，自
転車を取り巻く環境の変化や市民ニーズを的
確に捉え，施設の長寿命化や必要となる自転
車駐車場の整備に計画的に取り組む。

・ 施設の整備【短期～中長期】

⇒ 駅西側のLRT（ライトライン）の整備な
ど，中心市街地におけるまちづくりの進展
に合わせ，市域全体の必要となる自転車駐
車場の整備に計画的に取り組む。

R8～ ・施設のあり方検討
・長寿命化の推進

・ エコパーク板戸
◆ 民間活力の活用を含めた施設の利活用を検
討する。

・ 有効活用【短期】

⇒ 民間活力の活用を含めた試行的な事業を
実施しながら，本格的な活用に向けた取組
を検討

R8 ・試行的な事業の実施
R9～ ・本格活用に向けた取組の検

討・実施

・ 公共下水道施設

◆ 下水の適正処理を推進し，快適な生活環境を
確保するため，「下水道事業ストックマネジメ
ント運用方針」に基づき，アセットマネジメン
トの考え方を踏まえ，効率的・効果的な管理を
行う。

・ 民間活力の活用【短期】

⇒ 下水道施設の維持管理・更新を効果的・
効率的に実施するため，河内・上河内処理区
において，「ウォーターPPP」を導入する。

R10～ ・事業開始

◆施設ごとの「個別方針」及び「マネジメント事業計画」
短期：R8～R12，短期～中長期：R8～R32，中長期：R13～R32≪主な施設の記載案（抜粋）≫



施設名
個別方針

事業計画（R8～R12）
マネジメントの考え方 対応方策

・小学校・中学校

◆ 小学校・中学校については，今後の児童
生徒数の推移を見据えながら，規模の適正
化などを検討する。

◆ 検討の際には，他の公共施設との複合化，
校舎等の配置見直しよる学校敷地の効果的
な土地利用などについても検討する。

・ あり方検討

【短期～中長期】
⇒ 給食施設については，当面の間は計画保全による
維持管理と各学校における現在の給食提供方式を継
続しながら，学校施設の規模適正化の検討と合わせ
て今後のあり方を検討する。

⇒ 老朽化が進んだ学校プールは原則廃止し，公営・
民間プールを活用した授業方式の拡大を進めていく。

【中長期】
⇒ 校舎等については，今後の児童生徒数の減少を
見据え，施設規模の適正化を検討するとともに，
現在の余裕教室の状況等を踏まえながら，学校施設
の有効活用方策などについて検討する。

⇒ 児童生徒により良い教育環境を提供し続けられる
よう，将来を見据えた学校のあり方を検討する。

・ 長寿命化【短期～中長期】

⇒ 校舎・体育館については，人口構造の変化や児
童生徒数の減少を見据え，工事の優先順位やス
ジュールを見直し，計画的な長寿命化改修を実施
する。

⇒ 効率的な小・中学校の維持管理に向け，学校ご
との維持管理業務を一括して民間事業者に委託す
る包括施設管理業務の導入など，民間活力を活用
した管理手法を検討する。

●小中学校
R8～ ・長寿命化改修

・施設規模の適正化の検討

●学校プール
R8～ ・学校プールのあり方検討

●給食施設
R8～ ・計画保全による維持管理

・あり方検討

４ 施設類型別のマネジメント方針 第４章

◆施設ごとの「個別方針」及び「マネジメント事業計画」
短期：R8～R12，短期～中長期：R8～R32，中長期：R13～R32≪主な施設の記載案（抜粋）≫
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４ 施設類型別のマネジメント方針 第４章

18

◆施設ごとの「個別方針」及び「マネジメント事業計画」

施設名
個別方針

事業計画（R8～R12）
マネジメントの考え方 対応方策

・プール

◆ 駅東公園プールについては，民間プール等
を含めた利用状況や施設の老朽化などを踏ま
えながら，施設の見直し検討に取り組むほか，
既存プールの効果的・効率的な管理運営に取
り組む。

◆ ドリームプールかわちについては，地域の
生涯スポーツの拠点となり，地域の活動拠点
として，利便性や環境の確保が求められる施
設として，利便性を確保しながら，効果的・
効率的なサービスを提供する。

◆ 屋内プールの整備については，市民ニーズ
や配置バランス等を踏まえながら，公有財産
（学校敷地を含む）の活用を図り，市民利用
と学校利用を見据えた施設整備に取り組む。

・ 長寿命化【短期～中長期】

⇒ 計画的な維持管理を行い，予防保全を図り
ながら，長寿命化の手法や時期等を検討する。

・ 集約化・統廃合【短期～中長期】

⇒ 駅東公園プールは，「スポーツ施設整備計
画」に基づき，廃止や複合化などの検討を行う。

・ 施設の整備【短期～中長期】

⇒ 屋内プールの整備については，先行して整備
に取り組む東部エリアの優れたアクセス性を活
かし，必要な機能・規模等を整理した上で整備
を進める。

●駅東公園プール
R8～ ・見直し検討
R10～ ・検討を踏まえた対応

●屋内プール
R8,R9 ・基本計画の策定
R10～ ・計画を踏まえた対応

短期：R8～R12，短期～中長期：R8～R32，中長期：R13～R32≪主な施設の記載案（抜粋）≫



５ 計画の推進 第５章

19

◆全庁的な推進体制の構築

• 公共施設等マネジメント担当部門が主体となり，財政・営繕担当部門や施設所管部門等が相互に
連携しながら，全体方針である「NCCの進展を踏まえた公共施設等マネジメントの推進」に向けた
取組を推進していきます。

◆取組状況・成果の検証

• 継続的に取組状況や成果を検証しながらマネジメントを推進するため，年度ごとに公共施設等マ
ネジメント担当部門において進捗確認するほか，前期計画終了時にその時点での公共施設等の状況
や社会経済情勢を適切に反映した計画となるよう，必要な見直しを行っていきます。

【公共施設等マネジメントの推進体制】 【取組状況及び成果の検証スキーム】


